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Ⅰ 本県における行財政改革の基本的考え方 

 

１ 本県行財政の現状 

 

（１）本県の行財政を取り巻く環境 

 日本経済は、バブル崩壊から約２０年間、国内消費の低迷やデフレ、さら

にリーマンショックを引き金とした世界同時不況などの影響により、長期に

わたり景気低迷やデフレにさらされることとなった。この「失われた２０年」

から脱却すべく政府が取り組んだ大胆な金融政策をはじめとする諸政策が

功を奏し、景気も緩やかな回復基調を示し始めている。  

 本県の財政状況は、歳入面で法人二税、個人県民税を中心として県税収入

はいくぶん持ち直しているものの、今後も大幅な増加を期待できる環境には

なく、歳出面においても高齢化に伴う福祉・医療関係経費など社会保障費の

大幅な増加は避けられない。さらに人口動態の変化により経済規模の縮小や

労働力の低下も懸念されているところである。  

  

（２）これまでの行財政改革の取組 

 県では、平成１６年度に「行財政改革プログラム」（平成１７年度～１９

年度）、平成１９年度に「新行財政改革プログラム」（平成２０年度～２２年

度）、平成２２年度に「第三次行財政改革プログラム」（平成２３年度～２５

年度）を策定し、少ない費用で大きな効果を挙げる「費用対効果」を徹底的

に追求する「最小・最強の県庁」を目指してきた。 

これまでの行財政改革の結果、県民１万人当たりの職員数（一般行政部門）

は、平成２５年４月１日現在１１．１人（全国平均２２．８人）と全国一少

ない職員数となっている。  

 

 

２ 新たなプログラムの必要性 

 

厳しい財政状況に加え、今後の急激な高齢化の進展や人口減少時代の到来な

どを踏まえると、安心・成長・自立自尊の埼玉を実現するためには、新たな発

想や視点から、県の行財政基盤を一層強化し、県重要施策の着実な推進を下支

えしていくことが必要である。  

そこで、今後取り組むべき課題を洗い出し、これらを計画的に解決するため、

行財政戦略プログラムを策定する。 
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３ 行財政戦略プログラムが目指す方向 

 

日本が活力を取り戻すためには、経済再生が最優先課題である。経済再生を

確実なものとするため、埼玉県が率先して次の三つの切り口から改革に取り組

む。 

（１）地方分権改革  

   地域の活性化のため、国の関与を縮小し、地方・民間の創意工夫を生か

す  

（２）官民協働  

   官と民がそれぞれ得意な分野で知恵を出し合い、新たなビジネスチャン

スの拡大にもつながる協働の仕組みを生み出す 

（３）県庁改革  

   職員が常に変革する意思とスピード感を持ち、進化しつづける県庁づく

り  

 

 
 

 

４ 計画期間 

  

平成２６年度から平成２８年度までの３年間 

 

 

５ 推進体制 

  

改革の継続的な推進体制として部局横断的な行財政改革推進委員会を設置

し、規制改革や許認可の標準処理期間の短縮などを進める。 
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※  本プログラムの推進に合わせて、企業局、病院局、下水道局、教育委員会、

警察本部等においても、各々作成するプログラムにより改革を推進する。な

お、これらであっても、特に知事部局と連携して実施する必要がある取組項

目については、本プログラムにも位置付けている。 
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Ⅱ 行財政改革の具体的取組 

 

１ 地方分権改革 

地域の活性化のため、国の関与を縮小し、地方・民間の創意工夫を生かす。 

 

   

 

 

   

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 中小企業の海外展開支援 

本県では、県内企業の海外進出を支援するため、中国・ベトナムに

サポートセンター等を開設し、タイ・ベトナムにはビジネスコーディ

ネーターを設置した。 

今後、更にこうした支援拠点を活用して、県内企業のビジネスチャ

ンスの拡大を図るとともに、それぞれの支援拠点を核としたネットワ

ークを充実させる。 

また、アメリカやヨーロッパ等先進国においても、展示会への出展

などを支援し、成長産業分野の販路開拓を支援する。 

（１）通商産業政策の地方分権化              

日本が活力を取り戻すためには、経済の再生が最優先課題である。 

これまで通商産業政策は、国が主体となって進められてきたが、少子高

齢化やグローバル化など変化の激しい今日、社会経済の課題解決を国任せ

にせず、地域の中小企業の実情に詳しく小回りの利く地方自治体が率先し

て知恵を絞り、スピーディーに問題を解決していくことが日本の元気を取

り戻すカギである。 

そのため、地方自らが主体的・積極的に地域のニーズを踏まえた先進的

な取組を推進するとともに、中小企業の支援などに必要な権限・財源の移

譲を国に求めていくことで、効果的でスピード感のある通商産業政策を展

開していく。 

ア 中小企業の海外展開支援                                 

国内需要の減少が懸念される中で、本県経済を活性化させるために

は、成長が著しい中国やアセアン諸国の活力を取り込んでいく必要が

ある。 

そのため、県内企業の海外進出をサポートする支援拠点を構築する

など、本県自らが、積極的・機動的に中小企業の海外展開を支援する。 

また、アメリカ・ヨーロッパなどの先進国に対して、県内企業が今

後成長が期待できる分野の製品を輸出できるよう販路開拓についても

支援していく。 
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     ○ 次世代産業分野における開発テーマの発掘・選定 

大学や企業の研究者などが集い、ナノカーボンなど先端技術を活か

した製品開発や産業集積について情報交換や開発テーマの選定などを

行う先端産業研究サロンを設置する。 

 

 

 

 

イ 次世代産業分野の創出                       

将来、日本が安定的かつ持続的に成長していくためには、世界に抜

きんでた技術力が欠かせない。 

医療福祉、環境・エネルギー、航空・宇宙産業、次世代自動車など

は、今後成長が見込まれる分野として注目されている。 

こうした分野への参入を支援していくため、県自らが主体的・積極

的に実現可能性のある開発テーマを発掘・選定し、国や研究機関、大学、

企業等とも連携しながら製品開発などを行うリーディングプロジェク

トを展開する。 

本県の支援体制 
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○ 医療系ものづくり産業埼玉プロジェクトの推進 

高齢化社会を見据え、県内中小企業の持つ技術を医療機器関連分野

に活用させるため、当該分野への参入から研究開発、販路開拓まで一

貫した支援をさいたま市と連携して行う。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・プロジェクト立ち上げ  

・研究開発の推進、試作

品作製（27年度末） 

・実証実験、開発商品完

成（28年度末） 

・販路開拓支援 

 

 

  

  

 

 

   ○ 先端蓄電システム研究開発プロジェクトの推進 

蓄電池及び蓄電システム産業への県内中小企業の参入促進を図るた

め、大手企業や県内中小企業及び大学との産学連携のコンソーシアム

による高性能の改良型蓄電池と、エネルギーの最適利用を図るスマー

トグリッド蓄電システムの研究開発を推進する。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・研究開発拠点の拡充 

・研究開発の推進 

・実証実験、開発商品完

成（27年度末） 

   

 

 

○ 次世代住宅産業参入支援の推進 

次世代住宅関連産業への県内中小企業の参入促進を図るため、県内

中小企業等のコンソーシアムによる次世代住宅関連機器（太陽光・太

陽熱、地中熱など）の研究開発プロジェクトを立ち上げ、新製品開発

を推進する。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・プロジェクト立ち上げ  

・研究開発の推進 

・実証実験、開発商品完

成（28年度末） 
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○ 航空・宇宙産業参入支援の推進 

航空・宇宙産業は先端技術が結集した裾野の広い産業で、世界的な

需要拡大が見込まれている。本県には電機・自動車産業等で培った技

術力の高い企業が多く集積しており、そのような企業の航空・宇宙産

業への参入を促進するため、製品開発や販路拡大などの支援を推進す

る。 

 

 

○ 次世代自動車産業支援の推進 

自動車産業はハイブリッド車や電気自動車など次世代自動車への転

換期にある。これを次世代産業分野参入の好機ととらえ、県内中小企

業の参入促進を図るため、次世代自動車支援センター埼玉において技

術研究会等を組織、運営し、次世代自動車に関する技術開発から販路

開拓までを一貫して支援する。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・支援事業の実施    

 

 

○ ３Ｄ技術を活用したものづくり産業の支援 

３Ｄプリンタや三次元デジタイザ、シミュレーション技術など、産

業技術総合センターが持つシーズを活用して、製品開発の迅速化・高

度化・高精度化に取り組む企業を支援し、地域経済を牽引するリーデ

ィングカンパニーを育成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究会による調査・検討・課題抽出・試作開発 

ウ 企業支援の新たな取組・拡充                                      

地域経済全体が活性化していくためには、海外へのビジネス展開支援

や次世代産業分野における支援に限らず、企業誘致や創業から事業展開

までの企業支援をより一層推進していく必要がある。 

そのため、これらの取組をワンストップサービス、オーダーメイドサ

ービス、クイックサービスにより積極的に進めていく。加えて、企業活

動を支援するための仕組みづくりをしっかり行うことで、企業活動の活

発化による雇用の拡大や安定的な税収確保へ、さらには埼玉県全体の経

済活性化へとつなげていく。 
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○ 企業誘致の推進 

圏央道全線開通に伴い、更に高まる本県の立地優位性を生かして「チ

ャンスメーカー埼玉戦略Ⅲ」（平成２５年４月～平成２８年３月）を推

進し、県内産業の振興と雇用の創出、税収の確保を図る。本県の得意

分野である食品製造業、流通加工業や、今後の成長が期待できる医療・

健康、次世代自動車などの分野にターゲットを絞った誘致活動を行う

とともに、市町村と連携して立地企業のフォローアップや産業用地不

足への対応に取り組む。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・企業立地の推進 企業立地５０件 企業立地５０件 企業立地５０件 

 

  
 

 

○ 創業・ベンチャー企業への支援 

創業を促進し、地域経済の活性化を図るため、県内の自治体や商工

団体や金融機関等と連携しながら、創業前から創業後の事業拡大まで

ワンストップで総合的な支援を行う。具体的には、「創業・ベンチャー

支援センター埼玉」（（公財）埼玉県産業振興公社）において事業計画

作成や会社設立手続き、販路開拓などを各専門アドバイザーがきめ細

かく支援を実施する。 
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取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・創業から創業後までの

支援の推進 

創業件数２００件 

 

創業件数２００件 創業件数２００件 

 

 
○ 農業参入を希望する企業等への支援 

農業の新たな担い手となりうる企業やＮＰＯの農業参入を促進する

ため、地元市町村や地権者との調整・マッチング、セミナーの開催や

アドバイザーの派遣など、農業参入に関する相談や支援をワンストッ

プで行い、農地の有効活用を促進するとともに、新たな農業ビジネス

の展開を図る。 

また、農地中間管理事業推進法に基づき、「農地中間管理機構」を設

置して、小規模農家などから土地を借り上げて農地を集約化し、大規

模化を目指す農家や農業法人等に貸し出す仕組みを構築・推進する。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・農地中間管理機構の設

置、稼働 

設置 

 

本格稼働 
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○ 農業の６次産業化等の支援 

農業経営の多角化を進め、農業の収益力向上と地域振興を図るため、

意欲ある農業者に対して「６次産業化経営ビジョン」の作成支援と経

営タイプ別の専門的支援を実施する。また、農業者を中心とした多様

な業種とのネットワーク（６次産業化研究会）を構築し、魅力ある商

品の開発と販路の開拓を支援する。 

さらに、県農業の活性化を図るため、地産地消や農産物のブランド

化など食と農をつなぐ仕組みづくりを推進し、農商工連携フェアの開

催など県産農産物のＰＲを積極的に行う。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

 

・６次産業化研究会の開 

催 

・６次産業化経営ビジョ 

ン作成支援 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

○ 知的財産の活用 

知的財産を活かした県経済の成長の実現を図るため、「知的財産総合

支援センター埼玉」（（公財）埼玉県産業振興公社）を中心に、中小企

業の知的財産への取組、課題に対応するための支援を実施する。相談

を受けるにとどまらず、相談の中から、個々の企業の特色や知的財産

を活かした経営戦略など、コンサルティング的な要素を盛り込んだ支

援を行っていく。 

さらに、国際的に事業展開する企業への海外特許出願支援や産学連

携を活かした医工連携の推進も図っていく。 

重点支援対象者の
年間売上額２億円 

ビジョン策定 
１００件 
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○ 県内企業の受注機会確保と技術力向上を促す公共調達改革の推進 

県内企業の受注機会を確保するとともに、技術力の向上を図るため、

技術修得型ＪＶの拡大や一定の技術力を有する企業のみが参加できる

入札を実施する。また、建設工事入札参加資格審査格付方針において、

技術力や経営力、担い手の確保を適正に評価する項目を設定する。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

①技術修得型ＪＶ 

②県内優良企業限定の

入札 

③入札参加格付け方針

の策定 

※入札結果等の検証、対

策の検討、実施 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 中小企業支援等の地方への移管 

総合的かつ効果的な支援の実現や二重行政の解消のため、国が実施

している中小企業支援、地域産業の振興等に関する事務の権限及び財

源（都道府県を介さずに国から市町村や民間事業者等に直接交付され

ている補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」））について、地域の中小企

業と距離が近くニーズに応じたきめ細かな対応が可能な地方に移管す

ることを国に要望する。 

 

 

①･② ①･②･③ 

エ 権限・財源の移譲                        

日本経済再生のためには、中小企業の生産や投資拡大を促進し、地域

経済を活性化させ、経済再生に結びつく好循環を生み出すことが必要で

ある。 

中小企業支援については、国や都道府県でそれぞれ実施しているが、

今後、効果的・効率的な支援を行うためには、地域の実情に詳しく機動

力のある地方がワンストップで総合的に行っていくことが望ましい。 

そこで、現在、国で実施している中小企業支援など地域経済の再生に

つながる権限・財源の移譲等を国に積極的に要望していく。 
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○ 競争的資金への地域特性を生かす支援の導入 

国の競争的資金は採択の競争倍率が高く、不採択となった場合は企

業等による研究開発が資金難で断念されることもある。 

成長分野の研究開発を行い、新たな産業を興すためには、競争的資

金の獲得が必要である。 

そこで、国の競争的資金において、地域特性を生かした取組を優先

的に採択する枠を導入するとともに、既存の競争的資金の審査基準に

地域特性を生かした取組を加点することなどを国に要望する。 

 

◆成長産業に関連する主な競争的資金の競争率（Ｈ24） 

競 争 的 資 金 の 名 称 申請 採択 競争率 

戦略的基盤技術高度化支援事業（中小企業庁） 235件 49件 4.8倍 

地球温暖化対策技術開発実証研究事業（環境省） 79件 16件 4.9倍 

研究成果展開事業（文部科学省） 199件 41件 4.9倍 

 

 

○ 農地転用許可権限の移譲 

スピードを重視する企業ニーズに対応し、優良農地の確保と地域経

済の活性化を両立させるため、４ｈａ超の農地転用許可の権限の移譲

及び２ｈａ超４ｈａ以下の農地転用許可に係る農林水産大臣協議の廃

止を国に要望する。 

 

◆埼玉県における農地転用許可件数の推移 

年 次 H21 H22 H23 H24 H25 

県許可 
  4,386 3,900 3,952 3,692 3,992 

（２～４ha） 1 1 1 5 1 

大臣許可 (４ha超） 2 2 2 3 0 

 

 

◆埼玉県における「空飛ぶ補助金」の状況（H25.8調査） 

※県が情報を把握できているもの 

 【補助金数】６６項目 

 【主な省庁】経済産業省関連：２２項目  農林水産省関連：１９項目 

       厚生労働省関連： ８項目  国土交通省関連： ７項目 

 【H25規模】補助金：３２項目  総額：6,926百万円 件数：２９２件 

        （H25調査時点で金額・件数ともに把握できているもの） 
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○ 特区制度の見直し 

現行制度は、地域からの提案の採用率が低く地方の実情が反映され

にくいものとなっている。そこで、有識者等の第三者委員会で議論す

るなど地方の意見を反映できるような制度への見直しを国へ提言して

いく。 

 

○ 地域戦略特区の創設 

地域からの提案に基づいて大胆な規制緩和と税制優遇を行い、地域

の活性化と経済成長を生み出していくため、地域戦略特区の創設を国

へ提言していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）規制改革 

規制改革によって、企業やＮＰＯなど事業者の創意工夫を拒む壁を取

り除き、イノベーションを喚起することは、日本の経済成長を実現して

いくために不可欠の取組である。 

そこで、地方から特区制度の見直しや規制の緩和を国へ求めることに

より、企業等の力を最大限に引き出す規制改革を一層推し進め、地域経

済を活性化させる。 

ア 特区制度の活用                                                   

構造改革特区制度は、地域からの提案に基づき大胆な規制緩和を行

い地域の特色を生かした地域経済の活性化をねらいとしている。 

国に対しより地域の実情を反映できる特区制度への見直しを求め

るなど制度の活用を促進し、本県の強みや特性を生かした政策や全国

に先駆けた施策の推進を目指す。 

イ 経済再生につながる規制緩和の拡大                               

規制改革は、地域経済を活性化し日本経済を持続的成長路線にの

せるカギである。新規財源を伴わない経済政策としての期待は大き

い。 

こうした中、地域の実情や課題に精通した地方から積極的な提言

等を行い、企業活動等の支障になっている規制を打ち破り、企業等

の創意工夫を引き出し経済活動を押し進める。 
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○ 規制緩和の拡大に向けた国への提言等 

成長産業への中小企業の参入促進など経済再生につながる規制緩和

の拡大に向け、部局横断的な行財政改革推進委員会を設置し全庁的な

推進体制を強化する。 

行財政改革推進委員会において経済団体からの国や県への要望など

現場の声を踏まえた対象項目を検討し、国への提言や構造改革特区へ

の提案につなげるとともに、県の規制緩和についても実行する。 

 

 取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・推進委員会の設置、対

象検討 

・国への提言等 

・県の取組 

   

 

 

【第１弾】 

・ 介護用ロボットなど医療機器製造分野への中小企業の参入支援強化 

高度管理医療機器の承認審査等の迅速化を図るため、一定の範囲内の改良

等については大臣の承認を認証制度にすること。 

 

 ・ 新興市場等における新規株式公開基準の緩和 

    新規上場の負担を軽減するために、新規上場に伴い必要とされる財務諸表

等の提出書類を軽減すること。 

 

・ 地域ブランドを促進するための商標出願人の拡大 

     高い付加価値が期待される地域ブランドづくりを促進するため、ブランド

づくりに取り組む商工会議所等の団体を地域団体商標の出願人に追加するこ

と。 

 

・ 水素供給インフラ整備に関する規制の緩和 

    新たなエネルギー媒体として期待される水素について、技術開発及びイン

フラ整備に対する財政支援に加え、十分な安全性を確保しつつ規制緩和を早

急に進めること。 

 

     ・ 次世代自動車等の普及に向けた規制の緩和 

   次世代自動車充電インフラ整備を推進するため、設置や維持管理に係る消

防法や電気事業法などの規制を緩和するとともに制度の改善を図ること。 

 

【第２弾～】 

推進委員会において対象項目を検討し、国へ提言する。 

 

経済再生につながる国への提言項目 
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○ 市町村の実情を踏まえた権限移譲の推進 

本県には多数の市町村があり、その規模、体制、能力及び地域性も

異なり、解決すべき課題も様々である。 

こうした市町村の実情を十分踏まえ、市町村の個性あるまちづくり

に生かされる、より質の高い権限移譲を推進する。 

また、県内及び周辺市町村において中心的な役割を担っていくため

大都市（指定都市、中核市及び特例市）への権限移譲を更に拡大する

とともに、小規模市町村では広域連携を活用した権限移譲を推進する。 

 

 

◆市町村を対象とした主な移譲事務 

・ パスポート申請受付・交付事務の移譲の推進 

グローバル化が進む中、身近な場所での申請・交付を可能とするため、パ

スポートの申請受付・交付事務について、市町村の実情を踏まえながら、市

町村への権限移譲を積極的に推進する。 

また、権限移譲が進む中で、支所や出張窓口を含めたパスポートセンター

の体制の見直しを検討するなど、効率的な執行体制の整備を図っていく。 

 

・ 建築確認及び開発許可の権限移譲の拡大 

地域の実情を踏まえた迅速・的確な対応などを促進するため、建築確認及

び開発許可について、市町村の実情を踏まえながら、市町村への権限移譲を

積極的に推進する。 

また、権限移譲が進む中で、建築安全センターの体制の見直しを検討する

など、効率的な執行体制の整備を図っていく。 

 

◆大都市を対象とした主な移譲事務 

・ 越谷市の保健所設置への支援 

越谷市の中核市への移行（平成２７年４月予定）に伴い、同市が円滑に保

健所を設置するため、保健所事務の移管に向けた支援を実施する。 

また、拠点保健所としての春日部保健所の体制の見直しを検討するなど、

効率的な執行体制の整備を図っていく。 

 

（３）県と市町村のパートナーシップの強化 

「ニア・イズ・ベター」の考え方に基づき、住民に身近な行政はでき

る限り住民に近い市町村が担うことが望ましい。 

市町村が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことがで

きるよう、県から市町村への権限移譲などを推進していく。 

 

 

主な移譲事務 
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○ さいたま市との連携の強化 

県市にわたる政策課題や県市相互の重要施策に関して、意見交換や

企画調整を行い、より一層緊密な協調と連携を図っていく。 

 

 

○ 市町村の行財政運営にかかる支援 

市町村の財政運営を支援するため、豊かなふるさとづくりに資する

社会基盤整備事業等に対して、低利で資金の貸し付けを行う、ふるさ

と創造貸付金制度を実施する。 

また、市町村が抱える様々な行財政上の課題に対して、県が市町村

の立場に立ち、実践的な支援・助言を行う総合助言制度を実施する。 

 

 

○ 自治体クラウドの推進 

情報システム構築費用及び運用費用の削減を図るために、市町村等

におけるシステム共同化の取組を支援するとともに、クラウド環境に

よるデータバックアップ機能の共同化等について市町村と検討してい

く。 

※ 自治体クラウドとは、「クラウドコンピューティング技術等を活

用して、地方公共団体の基幹系業務システム等を複数団体にて共

同利用する」ことを言う。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・町村情報システム共同

化の取組の支援 

・クラウドを活用したシ

ステム共同化の検討 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討項目の抽出 専門部会等での検討 
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２ 官民協働 

官と民がそれぞれ得意な分野で知恵を出し合い、新たなビジネスチャンスの

拡大にもつながる協働の仕組みを生み出す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 行政情報のオープンデータ化の推進 

企業等が行政情報を活用しやすくするため、民間ニーズを把握した

上で、庁内で保有している行政情報について様式の統一化等を実施し、

オープンデータ化を推進する。 

さらに、公開場所を一元化するため、庁内で保有するデータを２次

利用できる形式にてワンストップで入手できるシステムを構築する。  

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・庁内で保有している行

政情報の確認と民間ニ

ーズの把握 

・様式の統一化等の実施 

・一元化システム（デー

タカタログ）の構築 

   

 

 

○ 統計情報の利活用の促進 

企業等による統計情報の利活用を促進するため、統計情報のポータ

ルサイト「彩の国統計情報館」の統計情報を更に充実させるとともに、

Excel 形式など２次加工できるファイル形式での統計情報の提供を増

加させる。 

さらに、利用者ニーズに応じて機械処理に適した形式（XML形式等）

での公開を検討する。 

調査 要件定義 設計開発 

確認 
民間ニーズ 

の把握 

システム稼働 

検討 実施 

（１）オープンガバメントの推進 

地域経済の活性化や県民生活の利便性の向上を図るため、行政が持つ

ビッグデータや公共インフラなどを民間に開放することにより、新たな価

値を創造し、企業等のビジネスチャンスにつなげる。  

ア 行政データの積極的活用                                         

企業等による新たな事業・サービスの創出や県民生活の利便性の向

上につなげるため、行政が持つ様々なデータなど、ソフト面での民間開

放を推進する。 
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取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・２次加工できる Excel

形式等での公開推進 

・機械処理に適した形式

（XML形式等）での公開

の検討・推進 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 河川敷地の利活用 

国の規制が緩和され、民間事業者等による河川敷地の利用（オープ

ンカフェ、バーベキュー場等）が可能となった。 

そこで、民間のノウハウや活力を導入して、水辺に「新たな魅力」

と「賑わい」を創出し、地域外からの入込客により地域の活性化を図

るため、民間事業者等による河川敷地の有効活用に向けての支援を行

っていく。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・オープンに向けた 

技術的指導、支援 

 

 

 市町村の希望を踏

まえ目標設定 

 

 

 

 

方式検討 対象拡大 試行 

３箇所オープン ５箇所オープン 

イ 公共インフラの民間開放                                         

企業等のビジネスチャンスにつなげるとともに、地域の活性化や再

生可能エネルギーの推進などを図るため、河川敷地や農業用貯水池な

ど、ハード面での民間開放を推進する。 

平成２５年７月オープン（関東初の取組） 
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○ 農業用貯水池の水面利用 

再生可能エネルギーの導入を促進するため、土地改良区が農業用貯

水池の水面を民間事業者に貸し付け、太陽光発電（フロート式メガソ

ーラー）に利用できるよう支援する。 

また、この事例をモデルケースとして、県内の他の土地改良区にお

いても再生可能エネルギーの導入を促進する。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・先行事例稼働 

・先行事例の課題等検

証、検証結果の提供 

・再生可能エネルギー導

入施設の拡大 

   

 

           【桶川市の東部工業団地内調整池の事例】 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

○ 見沼田圃公有地の貸付け 

歳入を確保し公有地の管理コストの削減を図るとともに、見沼田圃

での農業の振興と農業者等のパワーを活用した緑地空間の保全を図っ

ていくため、さいたま環境創造基金によって買取りをした土地を農業

者や法人等に農地として貸し付ける取組を推進する。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・見沼田圃公有地の貸付

け 

１ｈａ   

１ｈａ 

 

 

１ｈａ 
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○ 企業との包括的連携協定を活用した事業の推進 

民間とのWin-Winの関係を構築し、県民サービスを向上させるため、

多様な民間企業との包括的連携協定を締結する。この協定に基づき、

地産地消、環境保全、地域の安心・安全など幅広い分野で連携して、

企業にメリットをもたらすとともに県政の重要施策を効果的に推進す

る事業を実施する。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・企業との連携事業の推

進 

   

 

（２）民間とのパートナーシップの拡大 

官から民に協力を求める従来型の連携にとどまらず、企画の段階から民

の創意工夫やノウハウ等を取り入れ、Win-Win の連携事業を推進すると

ともに、県民サービスの向上を目指し民間委託の拡大を進める。     

新たな需要の掘り起こしや企業の増益などにつながる官民連携モデル

を構築し埼玉から全国に発信する。 

連携事業数４５件 連携事業数５０件 連携事業数５５件 

ア 民間との Win-Winな関係の構築                                    

官民の多様な主体が、それぞれの特徴を活かし共に知恵を出し合い、

相互に利益を得るWin-Winの関係を構築する連携を推進する。 

官と民の連携により生み出されるパワーにより、県民サービスの向

上を図るとともに県政の課題解決を進める。 
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○ 民間と連携した学校校舎等の耐震化の促進 

私立学校の校舎・園舎の耐震化を促進するため、建築士団体の協力

を得て、耐震化促進セミナーを開催するなど、耐震化率の向上を目指

していく。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・耐震化促進セミナー及

び学校訪問の実施 

・効果の検証 

  耐震化率１００％ 

 

 

 

 

 

 

○ 家族滞在施設の民間による運営 

平成２８年にオープン予定の小児医療センター新病院に民間との協

働で家族滞在施設を設置し、民間側の設備投資と県側の運営費の大幅

な軽減に寄与する。設置後は、民間の豊富なノウハウを生かした運営

により患者家族へ温もりの感じられるサービスを提供する。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・新病院建築工事、家族

滞在施設設置準備 

・新病院オープン、家族

滞在施設設置・運営 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 県税事務所における民間委託の拡大 

民間のノウハウを活用し、サービスを向上させるため、県税事務所

のうち徴税吏員としての権限を要しない窓口業務等について、履行状

況・効果の検証をしつつ、民間委託の拡大を図る。 

 

 

イ 民間委託の拡大                                                   

業務の民間開放を積極的に進め、民間のノウハウを活用して、サー

ビスの向上や業務の効率化を図るとともに、あわせて企業等のビジネ

スチャンスの拡大も図る。 
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取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・効果等の検証 

・業務内容の検討 

・導入事務所の拡大 

  

 

 

 

 

 

 

○ 試験事務の民間委託の拡大 

民間のノウハウを活用し、業務を効率化させるため、毒物劇物取扱

者試験等の試験事務の一部業務（試験当日運営等）について、民間委

託の拡大を図る。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・毒物劇物取扱者試験の

一部委託 

・准看護師試験事務の一

部委託 

・他試験へ委託拡大 

   

 

 

○ 高等技術専門校における民間委託訓練の活用 

民間のノウハウを活用し、効果的な職業訓練を実施していくため、

高等技術専門校の訓練科を時代のニーズに合ったものに見直し、民間

委託訓練の活用を図る。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・訓練科の見直し 

 

・民間委託訓練の活用 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準備 拡大 

建築デザイン科の 

募集停止 

建築デザイン科の 

廃止 
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○ 共助の取組の拡大・強化 

地域の課題解決を図ろうとするＮＰＯや自治会等へ、スキルやノウ

ハウ、人生経験を活かして社会貢献したい専門家をつなぎ、共助の取

組を拡大・強化する。 

また、専門的知識やノウハウを有する中間支援ＮＰＯ法人が実施す

る、他のＮＰＯ法人を育成支援する事業（認定・指定取得セミナーの

開催、行政書士等の専門家の派遣）に対して支援を行うことなどによ

り、寄附者の税額控除等の優遇措置のある認定・指定ＮＰＯ法人の増

加を図り、中核的ＮＰＯ法人を育成していく。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・共助仕掛人によるマッ

チング 

・認定・指定取得支援の

実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 声かけサポートによる駅ホームからの転落防止対策の推進 

駅ホームからの転落防止のためのソフト対策として、広く県民に視

覚障害者への声かけサポートを普及させるため、そのリーダーとなる

者（サポートリーダー）を養成し、声かけサポーターの増加を目指す。 

 

 

（３）共助社会づくりの推進 

生産年齢人口の減少により、社会経済活動に関わる人口が減少する中、地

域社会や経済が健全に維持・発展していくためには、住民・ＮＰＯ・企業等

が自ら主体的に地域社会に関わり、共に支え合っていくことが求められてい

る。 

そのため、共助社会に向けた新たな仕組みづくりを進めるとともに、共助

による取組の充実・拡大を図ることで、健全な地域社会や経済の維持・発展

を目指す。 

 

ア 共助の新たな仕組みづくり                                               

地域の人々が共に支え合う共助の取組を拡大し、日本一の共助県を目

指すため、共助社会に向けた新たな基盤づくりやきっかけづくりを行う。 

取得法人１００法人 

１，０００ 
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取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

 

・サポートリーダー養成 

・リーダーによるサポー

ター育成への支援 

 

 

    

 

 

○ 共助による高齢化団地活性化の推進 

高齢化が進んでいる県営住宅の一部住戸をシェアハウス向けに改修

するなどし、団地への貢献活動を条件に入居した学生や子育て世帯に

よって自治会活動を活性化させるモデル事業を実施する。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・モデル事業の実施    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   ○ 自助・共助による地域防災力の強化 

自助・共助による地域防災力の強化を推進するため、県被害想定調

査で被害が大きい市町村をモデル市町村として選定し、家具の固定な

どの自助の取組を促進する。また、自主防災組織リーダー養成講座を

拡大し自主防災組織リーダーの養成を加速させる。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

〔自助の取組〕 

・モデル市町村の取組推

進 

〔共助の取組〕 

・県による自主防災組織

リーダー養成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サポーター500人 サポーター1,500人 サポーター2,500人 

イ 共助の担い手の拡大                                             

地域社会での共助の担い手の拡大を目指し、共助の取組における担

い手の拡大に向けた支援の充実・拡大を図る。 

 

２市 

 
２市 

 

養成人数 2,000人 養成人数 2,000人 養成人数 1,000人 
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○ コバトンお達者倶楽部事業の実施 

高齢者の「閉じこもり」を防止するためのきっかけづくりとして、

民間企業・事業者の協力を得て、登録店で買物をすると特典が与えら

れる仕組みを構築することにより、高齢者が気軽に外出する環境づく

りを進める。 

 

 

○ 自主防犯活動の活性化の促進 

自主防犯活動の更なる活性化を図り、安全で安心な地域づくりを推

進するため、市町村との連携・協力により、「青色防犯パトロール」（青

色回転灯を装備した車両による防犯パトロール：通称『青パト』）の普

及・拡大を促進する。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・青色防犯パトロールの普

及・拡大 

 

 

 

 

 

 

 

【青色防犯パトロールによる防犯活動】 

 

 

 

 

 

 

 

青ﾊﾟﾄ車両 600台 

 

 

青ﾊﾟﾄ車両 700台 

 

 

青ﾊﾟﾄ車両 800台 
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３ 県庁改革                         

職員が常に変革する意思とスピード感を持ち、進化しつづける県庁づくり。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ 経済再生につながる許認可の標準処理期間の短縮 

企業等が活動しやすい環境を整えるため、食品営業の許可など、経

済再生につながる許認可について標準処理期間の短縮を行い、全国最

短を目指す。 

また、更なる対象の洗い出し・検討を行う部局横断的な行財政改革

推進委員会を設置して全庁的な推進体制を強化し、標準処理期間の短

縮の更なる拡大を図る。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・標準処理期間の短縮 

・推進委員会の設置、対

象拡大検討 

・短縮拡大 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品営業等４事務 

 

順次拡大 

 

 

【第１弾】 

○既に本県が全国最短の事務 

・理容所、美容所の開設検査確認（５日）・クリーニング所の開設検査確認（５日） 

・調理師の免許（７日）              ・農地転用の許可（６週間）   

・建築確認（木造２階建の建築物の場合、７日） 

○平成２６年度から短縮し、全国最短とする事務  

・食品営業の許可（７日）           ・クリーニング師の免許（６日） 

・製菓衛生師の免許（６日）         ・販売従事登録（６日） 

【第２弾～】 推進委員会により更なる短縮事務を洗い出し、全国最短を目指す。 

経済再生につながる許認可事務 

 

（１）行政プロセスの最速化 

経済活動の活性化に向けて、企業等が活動しやすい環境を整えるため、

許認可手続のスピードアップやニア・イズ・ベターの視点からの見直しを

進める。 

 

ア 許認可手続のスピードアップ                                      

許認可手続の迅速化を図ることにより、企業等の活動のスムーズな

展開を支援する。 
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○ 許認可の標準処理期間の新たな設定 

標準処理期間の明確化を進め、企業等の計画的な活動に寄与するた

め、これまで標準処理期間を設定していなかった許認可について、対

象の洗い出し・検討を行う部局横断的な行財政改革推進委員会を設置

して全庁的な推進体制を強化し、標準処理期間を新たに設定する手続

の拡大を目指す。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・推進委員会の設置、対

象検討 

・新規設定手続の拡大 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

○ パスポート申請受付・交付事務の移譲の推進（再掲） 

グローバル化が進む中、身近な場所での申請・交付を可能とするた

め、パスポートの申請受付・交付事務について、市町村の実情を踏ま

えながら、市町村への権限移譲を積極的に推進する。 

また、権限移譲が進む中で、支所や出張窓口を含めたパスポートセ

ンターの体制の見直しを検討するなど、効率的な執行体制の整備を図

っていく。 

 

 

○ 越谷市の保健所設置への支援（再掲） 

越谷市の中核市への移行（平成２７年４月予定）に伴い、同市が円

滑に保健所を設置するため、保健所事務の移管に向けた支援を実施す

る。 

また、拠点保健所としての春日部保健所の体制の見直しを検討する

など、効率的な執行体制の整備を図っていく。  

順次拡大 

 

イ ニア・イズ・ベターの視点からの見直し                           

住民の意向の的確な反映、住民の利便性の向上及び地域の活性化の

観点からも、「ニア・イズ・ベター」の考え方に基づき、住民に身近な

行政は、できる限り住民に近い市町村が担っていくことが望まれる。そ

のため、市町村の実情を踏まえながら、より質の高い権限移譲を推進し

ていく。 
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○ 建築確認及び開発許可の権限移譲の拡大（再掲） 

地域の実情を踏まえた迅速・的確な対応などを促進するため、建築

確認及び開発許可について、市町村の実情を踏まえながら、市町村へ

の権限移譲を積極的に推進する。 

また、権限移譲が進む中で、建築安全センターの体制の見直しを検

討するなど、効率的な執行体制の整備を図っていく。 
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○ 業務改善運動のバージョンアップ 

株式会社の持つ優れた３Ｓ（スピード、スマイル、スピリット）の

要素を職場に積極的に取り入れるため、民間企業の視点で業務改善に

取り組む「もし埼玉県庁が株式会社だったら」を更にバージョンアッ

プし、業務改善運動を進化させる。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・業務改善運動の推進    

 

 

○ ５Ｓ運動の推進 

来庁者や職員にとって快適かつ効率的な職場環境を確保するため、

５Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔、躾《習慣化》）運動の徹底を図る。 

 

 

○ 事務事業の見直しの徹底による事業の新陳代謝の加速と費用対効果  

の追求 

厳しい財政状況に対応し「最小の経費で最大の効果」を挙げるため、

既存の事務事業の取組成果を十分に評価・検証した上で徹底した見直

しを行い、事業の新陳代謝を加速させるとともに、費用対効果を追求

する。 

 

 

バージョンアップ バージョンアップ バージョンアップ 

（２）県庁のスマート化 

変革する意思とスピード感を培うため職員の意識改革を積極的に進め、

業務や体制を見直しハイパフォーマンス化することで、県庁のスマート化を

図る。    

ア 業務のスマート化                                                 

これまで埼玉県は３Ｓ改善運動をはじめ、あらゆる角度から業務改善

を実施し、県民サービスの向上を図ってきた。埼玉県が日本一の自治体

となるため、「埼玉県庁がもし株式会社だったらまず何をするか」とい

った発想で、職員の意識改革を積極的に進め、既存の概念にとらわれな

い事務事業の見直しや業務改善を進める。 
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○ クラウドコンピューティングの活用拡大 

ＩＴを活用した業務の効率化を促進するため、庁内情報システムの

庁内・庁外クラウド化による集約化を推進していく。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・庁内クラウドへの移行 

・庁外クラウドへの移行 

   

 

 

○ 庁内システムのマネジメントの推進 

安心・安全なＩＴ環境を整備するため、ＩＴガバナンスを強化し、

情報システムのライフサイクルを通じたＩＴマネジメントや庁内情報

システムの最適化を推進する。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・情報システムのライフ

サイクルによる評価の

実施 

   

 

 

○ 次世代の県庁ＬＡＮシステムの検討 

ＩＴ技術の進展に対応するため、スマートフォンなどからの県庁Ｌ

ＡＮシステムへの接続や仮想化技術を活用したシンクライアントシス

テムの導入など、次世代の県庁ＬＡＮシステムの在り方やその運用を

検討する。 

 

 

○ タブレット端末等の活用による業務改善 

説明・交渉事務の円滑化や業務の効率化、ペーパーレス化の推進を

図るため、出張先や会議などでのタブレット端末等の業務利用を推進

する。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・一部業務への試行導入 

・効果の検証、展開方針

の検討・策定 

・（拡大する場合）導入

拡大 

   

４システム ２システム 検討 

８システム ２システム  検討 

開発評価 

約３０システム 

開発評価 

約３０システム 

開発評価 

約３０システム 
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○ グループウェアの活用による業務改善 

照会回答事務の効率化、適正な業務管理及び情報共有の強化などの

業務改善を図るため、職員ポータルのグループウェア（掲示板機能、

スケジュール機能、ファイル共有機能等を有する組織内で情報共有・

交換を行うための業務支援システム）の利用状況を検証し、職員への

周知徹底や操作研修等を実施する。 

また、必要に応じてシステムの機能追加・改善を実施し、グループ

ウェアの活用強化を図る。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・利用状況調査、検証 

・周知・徹底、操作研修 

・（必要に応じて）シス

テムの機能追加・改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 社会保障・税番号制度を活用した業務の見直し 

社会保障・税・防災等の各分野の情報を一元管理する社会保障・税

番号制度を導入する。あわせて、この制度を活用し、県民負担の軽減

や行政の効率化を図る。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・基盤システムの構築・

連携等 

・業務システムの改修対

応 

・独自利用の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修受講者１５０人 研修受講者１５０人 研修受講者１５０人 

設計 開発 

システム改修 

情報連携等のテスト 

情報連携に向けて検討 
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○ パスポート申請受付・交付事務の移譲の推進（再掲） 

グローバル化が進む中、身近な場所での申請・交付を可能とするた

め、パスポートの申請受付・交付事務について、市町村の実情を踏ま

えながら、市町村への権限移譲を積極的に推進する。 

また、権限移譲が進む中で、支所や出張窓口を含めたパスポートセ

ンターの体制の見直しを検討するなど、効率的な執行体制の整備を図

っていく。 

 

 

○ 越谷市の保健所設置への支援（再掲） 

越谷市の中核市への移行（平成２７年４月予定）に伴い、同市が円

滑に保健所を設置するため、保健所事務の移管に向けた支援を実施す

る。 

また、拠点保健所としての春日部保健所の体制の見直しを検討する

など、効率的な執行体制の整備を図っていく。  

 

 

○ 衛生研究所の組織体制の見直し 

平成２６年度の衛生研究所の吉見町への移転に合わせ、本所（さい

たま市）と支所（深谷市）を統合し、効率的な組織体制を構築する。 

 

 

○ 農林総合研究センターの組織体制の見直し 

気候変動や産地間競争など本県農業が直面する課題に積極的、効率

的に対応し、農林総合研究センターの研究機能を強化していくため、

平成２７年度に組織体制を再構築する。 

 

 

 

 

 

 

イ 組織体制の適切な見直し                                           

「最少の経費で最大の効果」を挙げ、常に組織及び運営の合理化に努

めることは地方公共団体の責務である。 

このため、県民ニーズに的確に対応できる簡素で効率的な組織体制の

構築を更に追求していく。 
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○ 建築確認及び開発許可の権限移譲の拡大（再掲） 

地域の実情を踏まえた迅速・的確な対応などを促進するため、建築

確認及び開発許可について、市町村の実情を踏まえながら、市町村へ

の権限移譲を積極的に推進する。 

また、権限移譲が進む中で、建築安全センターの体制の見直しを検

討するなど、効率的な執行体制の整備を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

○ 知事部局の職員定数の適切な管理 

不断に執行体制の効率化を図るとともに、社会経済情勢や県民ニー

ズに応じて真に必要な分野に職員定数を重点的に配分する。 

このため、業務改善や事務事業の見直しなどにより、毎年度、定数

の１％以上の削減を行い、増員は原則として削減の範囲内で措置する。 

 

※企業局、病院局、下水道局、教育委員会（事務局職員及び県立学校

事務職員等県の裁量により削減が可能な職員にかぎる。）においても、

職員定数を適切に管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 職員定数の適切な管理                                           

これまでＩＴの活用や民間開放の拡大などにより定数削減を進めてき

た。 

その結果、県民１万人当たりの職員数（一般行政部門）は、平成２５

年４月１日現在１１．１人（全国平均２２．８人）と全国一少ない職員

数で効率的な運営を行っている。 

厳しい財政状況に加え高齢化の進展や人口減少時代の到来などを踏ま

えると、今後も不断の行財政改革が必要であり、職員定数を抑制する。 
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○ 県有施設のファシリティマネジメントの推進 

膨大な県有施設を効率的に維持管理し有効に利活用するため、ファ

シリティマネジメント基本方針（仮称）を策定する。 

この基本方針に基づいた取組を計画的に進め、県有施設の戦略的活

用を実施することにより、長期的視点に立った県民の安心・安全を確

保することを目指していく。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・ファシリティマネジメント

基本方針（仮称）策定 

・施設の長寿命化の推進等、

維持管理コストの削減 

・施設の集約化等の促進、未

利用財産の利活用・処分 

   

 

 

○ 青少年総合野外活動センターの見直し 

青少年総合野外活動センターについては、施設の老朽化や類似施設

との役割分担などの観点から、廃止を含めた見直しを検討する。 

 

 

○ 熊谷会館の廃止に向けた手続の実施 

熊谷会館については、施設の老朽化や県北地域の文化施設の整備が

進み、担うべき役割が縮小していることなどから、廃止の手続を進め

る。 

 

 

 

 

 

エ 県有施設の最適化                                                

県有施設の老朽化が進む中、将来、修繕費用が膨大となり、施設の全

ての維持管理をすることが困難になることも予想される。 

そのため、将来の社会情勢や行政需要を踏まえ、県有施設の集約化な

どを行うとともに、今後も必要な施設については、建物の長寿命化など

計画的・効率的な維持管理を推進していく。 
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○ 橋梁、トンネルの計画的かつ効率的な維持管理の推進 

橋梁の計画的かつ効果的な維持管理を実施するため、「埼玉県橋梁長

寿命化修繕計画」を着実に実行する。 

県民生活や社会経済活動への影響が高いと考えられるトンネルにつ

いても、計画的かつ効果的な維持管理を実施するため、維持管理の方

針を策定する。  

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

〔橋梁〕 

・計画的修繕の実施 

〔トンネル〕 

・維持管理方針の策定及

び方針に基づく維持管

理の実施 
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○ 指定管理者制度の適切な実施 

指定管理者制度の効果を最大限発揮するため、指定管理者運営状況

検証委員会を設置して随意指定の方法で指定している施設の運営状況

を検証するなど、今後の施設の適切な管理と利用者サービスの向上を

図る。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・施設の運営状況の検証    

 

 

○ 自主・自立的な経営の促進 

指定出資法人の自主・自立に向けた主体的な取組を促し、県からの

財政支援（補助金、委託金など）の削減などを進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 指定管理者制度・出資法人改革                                   

多様化する県民ニーズに対応するため、指定管理者制度のメリット

を最大限発揮し、サービスの向上や経費縮減を図る。 

また、指定出資法人については、設立目的の趣旨に沿った業務執行

に努めるとともに、組織の効率化を図り、県から自立した「優れた経

営体」となることが求められる。このため、これまでも指定出資法人

への財政支出の縮減や県からの派遣職員の段階的引き揚げ、経営改善

に関する県民への誓約制度の導入などを実施してきたが、今後も、指

定出資法人の自立的経営を促すため、引き続き経営改善の取組につい

て指導を行う。 

 

４施設 

 

８施設 
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○ 彩の国人材開発ビジョンの見直し 

職員一人ひとりの更なる能力開発を図るため、平成２６年度に「彩

の国人材開発ビジョン」を見直し、平成２７年度以降、見直し後のビ

ジョンに基づく人材開発を進める。 

 

 

○ 意欲と能力の高い職員の育成・活用 

意欲と能力の高い職員の育成・活用を図るため、職員応募制度を実

施し、職員の意向と意欲を一層重視した人事配置を行う。 

 

 

○ 専門性を高める派遣研修・人事管理の実施 

専門分野に精通した職員の育成を進めていくため、専門的な能力や

スキルの向上を目的としたエキスパート型民間企業派遣研修や、大学

派遣研修、海外派遣研修などを推進する。  

また、専門的な知識が求められる職や危機管理の要となる職には、

業務に習熟した職員の配置に努めるとともに、中長期的な視点に立ち、

その育成に配慮した配置を行う。 

 

 

○ 部局研修の支援の充実 

部局専門研修の活性化を図るため、職場研修の開催、外部セミナー

への参加などを推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）高い意欲と能力を兼ね備えた人材の育成と活用 

県庁のスマート化を進める中、「最小の経費で最大の効果」を挙げるた

めには、高い意欲と能力を兼ね備えた人材の育成と活用が必要となる。職

員一人ひとりの能力を最大限発揮させるため、職員の意向と意欲を一層重

視した人事配置や専門分野に精通した職員の育成を進める。 
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○ 県債残高の適正な管理 

財政の健全性確保のため、臨時財政対策債及び減収補塡債を除いた

県で発行をコントロールすることのできる県債の残高を平成２５年度

決算時と比較し、平成２８年度決算時には維持若しくは減少させる。 

  

   

   

 

○ 事務事業の見直しの徹底による事業の新陳代謝の加速と費用対効果  

の追求（再掲） 

厳しい財政状況に対応し「最小の経費で最大の効果」を挙げるため、

既存の事務事業の取組成果を十分に評価・検証した上で徹底した見直

しを行い、事業の新陳代謝を加速させるとともに、費用対効果を追求

する。 

 

 

 

一般会計県債残高の推移

～H24決算、H25見込

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

35,000 

Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 H20 Ｈ21 H22 H23 H24 H25

減収補塡債残高

臨財債残高

臨財債・補塡債を除く残高

単位：億円

0 

（４）財政規律の確保 

将来にわたり県民生活に必要なサービスを確実に提供していくために

は、安定的な収入確保に努めるとともに、財政の健全性を確保し、計画的

で安定的な財政運営を行うことが求められる。 

このため、厳しい財政状況の中、税収等の財源確保に努めるとともに、

事務事業の見直しを図るなど、財政収支の改善を進める。  
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○ 財政収支見通しを踏まえた予算編成 

計画的で安定的な財政運営を行うため、景気動向や地方財政制度の

変更等を踏まえて、収入や支出の見通しを作成し、予算編成に反映す

る。 

 

 

○ 債権管理の強化 

債権管理に関する条例を制定し、徴収及び不良債権処理手続の統一

化や情報の共有化を進め、債権管理の適正化を図る。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

・徴収及び不良債権処理

手続の統一 

・情報共有 

   

 

 

○ 県税収入の確保 

安定的かつ確実な税収の確保を図るため、収入未済額の大きい個人

県民税における給与からの特別徴収（給与からの天引きによる納付）

の徹底や、滞納件数の多い自動車税を中心に税収確保対策を実施し、

納税率を全国平均に近づけるとともに、クレジット納付の導入など納

税環境の整備を進め、引き続き県税収入の確保に努める。 

 

取組内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

･個人住民税給与からの

特別徴収一斉指定 

・クレジット納付の導入

等納税環境の整備 

準備 

 

準備 

 

実施 

 

実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（H26 上半期） 
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